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○栃木県職員服務規程の一部改正 

 

栃木県訓令第１号 
本  庁  
出先機関  

栃木県職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和８年２月５日 

                              栃木県知事  福  田  富  一   
栃木県職員服務規程の一部を改正する訓令 

栃木県職員服務規程（昭和39年栃木県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（職員記章） 

第６条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を

明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度

を保持するため、常に職員記章（別記様式第１

号）を左胸上部に着用していなければならない。 

２ 略 

 

（胸章） 

第７条 職員は、勤務中は、前条第１項に規定する

職員記章に準じ、胸章（別記様式第２号）を着用

するものとする。ただし、業務の円滑な執行を妨

げるおそれがある場合は、この限りでない。 

２ 略 

 

（新採用関係書類の提出） 

第８条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第11号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類等の提出） 

第９条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類等提出票（別記様式第11号

の２）に関係書類等を添えて、速やかに 所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第11条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第３条第３項の規定による申告は、別に定

める申告・割振り簿（別記様式第11号の２の２）

を所属長に提出することにより行うものとし、同

項の規定による勤務時間の割振りは、申告・割振

り簿（別記様式第11号の２の２）により行うもの

とする。この場合において、当該勤務時間の割振

りは、単位期間（職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する規則（平成７年栃木県人事委員会規則第

２号）第１条の３第１項第１号に規定する単位期

（職員記章） 

第６条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を

明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度

を保持するため、常に職員記章（別記様式第７

号）を左胸上部に着用していなければならない。 

２ 略 

 

（胸章） 

第７条 職員は、勤務中は、前条第１項に規定する

職員記章に準じ、胸章（別記様式第８号）を着用

するものとする。ただし、業務の円滑な執行を妨

げるおそれがある場合は、この限りでない。 

２ 略 

 

（新採用関係書類の提出） 

第８条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第11号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類等の提出） 

第９条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類等提出票（別記様式第11号

の２）に関係書類等を添えて、すみやかに所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第11条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第３条第３項の規定による申告は、別に定

める申告・割振り簿（別記様式第11号の２の２）

を所属長に提出することにより行うものとし、同

項の規定による勤務時間の割振りは、申告・割振

り簿（別記様式第11号の２の２）により行うもの

とする。この場合において、当該勤務時間の割振

りは、単位期間（職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する規則（平成７年栃木県人事委員会規則第

２号）第１条の３第１項第１号に規定する単位期
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○栃木県職員服務規程の一部改正 

 

栃木県訓令第１号 
本  庁  
出先機関  

栃木県職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和８年２月５日 

                              栃木県知事  福  田  富  一   
栃木県職員服務規程の一部を改正する訓令 

栃木県職員服務規程（昭和39年栃木県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（職員記章） 

第６条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を

明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度

を保持するため、常に職員記章（別記様式第１

号）を左胸上部に着用していなければならない。 

２ 略 

 

（胸章） 

第７条 職員は、勤務中は、前条第１項に規定する

職員記章に準じ、胸章（別記様式第２号）を着用

するものとする。ただし、業務の円滑な執行を妨

げるおそれがある場合は、この限りでない。 

２ 略 

 

（新採用関係書類の提出） 

第８条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第11号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類等の提出） 

第９条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類等提出票（別記様式第11号

の２）に関係書類等を添えて、速やかに 所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第11条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第３条第３項の規定による申告は、別に定

める申告・割振り簿（別記様式第11号の２の２）

を所属長に提出することにより行うものとし、同

項の規定による勤務時間の割振りは、申告・割振

り簿（別記様式第11号の２の２）により行うもの

とする。この場合において、当該勤務時間の割振

りは、単位期間（職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する規則（平成７年栃木県人事委員会規則第

２号）第１条の３第１項第１号に規定する単位期

（職員記章） 

第６条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を

明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度

を保持するため、常に職員記章（別記様式第７

号）を左胸上部に着用していなければならない。 

２ 略 

 

（胸章） 

第７条 職員は、勤務中は、前条第１項に規定する

職員記章に準じ、胸章（別記様式第８号）を着用

するものとする。ただし、業務の円滑な執行を妨

げるおそれがある場合は、この限りでない。 

２ 略 

 

（新採用関係書類の提出） 

第８条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第11号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類等の提出） 

第９条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類等提出票（別記様式第11号

の２）に関係書類等を添えて、すみやかに所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第11条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第３条第３項の規定による申告は、別に定

める申告・割振り簿（別記様式第11号の２の２）

を所属長に提出することにより行うものとし、同

項の規定による勤務時間の割振りは、申告・割振

り簿（別記様式第11号の２の２）により行うもの

とする。この場合において、当該勤務時間の割振

りは、単位期間（職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する規則（平成７年栃木県人事委員会規則第

２号）第１条の３第１項第１号に規定する単位期

間をいう。以下同じ。）が始まる日の前日から起

算して１週間前までに行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する前

項ああああああああの規定の適用については、前

項あ中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

11号の２の２）を所属長に提出する」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該申告に係る事

項を入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式

第11号の２の２）に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、第２項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「場合には、」

とあるのは「場合には、総合庶務事務システムに

より」と、「記載した状況届（別記様式第11号の

２の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「入力しなければ」と、第３項中「状況変更届

（別記様式第11号の２の４）を所属長に提出す

る」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該届出に係る事項を入力する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第11条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第５条第１項（同条第２項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による週休日

の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別

に定める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更

簿（別記様式第11号の３）により行うものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第11号の

３）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

 

（休憩時間の変更） 

第11条の４ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第11号

間をいう。以下同じ。）が始まる日の前日から起

算して１週間前までに行うものとする。 

２ 職員は、前項の申告を行う場合には、職員の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例第３条第３項

各号のいずれかに該当する状況について記載した

状況届（別記様式第11号の２の３）を所属長に提

出しなければならない。 

３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

１条の８第１項の規定による届出は、状況変更届

（別記様式第11号の２の４）を所属長に提出する

ことにより行うものとする。 

４ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する第

１項から第３項までの規定の適用については、第

１項中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

11号の２の２）を所属長に提出する」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該申告に係る事

項を入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式

第11号の２の２）に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、第２項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「場合には、」

とあるのは「場合には、総合庶務事務システムに

より」と、「記載した状況届（別記様式第11号の

２の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「入力しなければ」と、第３項中「状況変更届

（別記様式第11号の２の４）を所属長に提出す

る」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該届出に係る事項を入力する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第11条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第５条第１項（同条第２項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による週休日

の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別

に定める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更

簿（別記様式第11号の３）により行うものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第11号の

３）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

 

（休憩時間の変更） 

第11条の４ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第11号

同
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間をいう。以下同じ。）が始まる日の前日から起

算して１週間前までに行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する前

項ああああああああの規定の適用については、前

項あ中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

11号の２の２）を所属長に提出する」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該申告に係る事

項を入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式

第11号の２の２）に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、第２項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「場合には、」

とあるのは「場合には、総合庶務事務システムに

より」と、「記載した状況届（別記様式第11号の

２の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「入力しなければ」と、第３項中「状況変更届

（別記様式第11号の２の４）を所属長に提出す

る」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該届出に係る事項を入力する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第11条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第５条第１項（同条第２項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による週休日

の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別

に定める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更

簿（別記様式第11号の３）により行うものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第11号の

３）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

 

（休憩時間の変更） 

第11条の４ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第11号

間をいう。以下同じ。）が始まる日の前日から起

算して１週間前までに行うものとする。 

２ 職員は、前項の申告を行う場合には、職員の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例第３条第３項

各号のいずれかに該当する状況について記載した

状況届（別記様式第11号の２の３）を所属長に提

出しなければならない。 

３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

１条の８第１項の規定による届出は、状況変更届

（別記様式第11号の２の４）を所属長に提出する

ことにより行うものとする。 

４ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する第

１項から第３項までの規定の適用については、第

１項中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

11号の２の２）を所属長に提出する」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該申告に係る事

項を入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式

第11号の２の２）に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、第２項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「場合には、」

とあるのは「場合には、総合庶務事務システムに

より」と、「記載した状況届（別記様式第11号の

２の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「入力しなければ」と、第３項中「状況変更届

（別記様式第11号の２の４）を所属長に提出す

る」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該届出に係る事項を入力する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第11条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第５条第１項（同条第２項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による週休日

の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別

に定める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更

簿（別記様式第11号の３）により行うものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第11号の

３）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

 

（休憩時間の変更） 

第11条の４ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第11号

の４）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第11号の５）を所属長に提出しなければならな

い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第11条の５ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第11号の６）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第11号の６）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第12条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による代休日の指定は、別

に定める代休日指定簿（別記様式第12号）により

行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第12号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第15条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

について速やかに別に定める復命書（別記様式第

13号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第16条 超過勤務、休日等勤務及び夜間勤務は、別

に定める超過勤務等命令簿（別記様式第14号）に

より命ずるものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第14号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第16条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条第１項から第３項まで（これらの規

の４）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第11号の５）を所属長に提出しなければならな

い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第11条の５ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第11号の６）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第11号の６）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第12条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による代休日の指定は、別

に定める代休日指定簿（別記様式第12号）により

行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第12号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第15条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

についてすみやかにああああ復命書（別記様式第

13号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第16条 超過勤務、休日等勤務及び夜間勤務は、別

に定める超過勤務等命令簿（別記様式第14号）に

より命ずるものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第14号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第16条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条第１項から第３項まで（これらの規



（4） 号外第６号令和８（2026）年２月５日　木曜日 栃 木 県 公 報

の４）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第11号の５）を所属長に提出しなければならな

い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第11条の５ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第11号の６）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第11号の６）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第12条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による代休日の指定は、別

に定める代休日指定簿（別記様式第12号）により

行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第12号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第15条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

について速やかに別に定める復命書（別記様式第

13号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第16条 超過勤務、休日等勤務及び夜間勤務は、別

に定める超過勤務等命令簿（別記様式第14号）に

より命ずるものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第14号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第16条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条第１項から第３項まで（これらの規

の４）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第11号の５）を所属長に提出しなければならな

い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第11条の５ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第11号の６）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第11号の６）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第12条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による代休日の指定は、別

に定める代休日指定簿（別記様式第12号）により

行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第12号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第15条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

についてすみやかにああああ復命書（別記様式第

13号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第16条 超過勤務、休日等勤務及び夜間勤務は、別

に定める超過勤務等命令簿（別記様式第14号）に

より命ずるものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第14号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第16条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条第１項から第３項まで（これらの規

定を同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間

における勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤

務・時間外勤務制限請求書（別記様式第14号の

２）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第16条の３ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第

66条第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う

超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求

は、別に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様

式第14号の４）を所属長に提出することにより行

うものとする。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第19条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第14号の５）に確認状況

等を記入の上あ、当直員を置かない場合にあって

は、所定の場所に収置し、当直員を置く場合に

あっては、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第20条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、速やかに別に定める事務引

継書（別記様式第15号）を作成し、後任者又は所

属長の指定した職員に引き継がなければならな

い。 

２・３ 略 

 

（転任等における着任期間） 

第21条 略 

２ 病気、災害その他やむを得ない事由により、前

項ただし書の期限までに着任することができない

ときは、別に定める着任延期願（別記様式第15号

の２）を提出し所属長の承認を得なければならな

い。 

 

（休暇） 

第22条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規

則第14条第１項から第４項まで及び第15条第１項

の規定による休暇の請求、申出又は届出は、別に

定を同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間

における勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤

務・時間外勤務制限請求書（別記様式第14号の

２）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第16条の３ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第

66条第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う

超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求

は、別に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様

式第14号の４）を所属長に提出することにより行

うものとする。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第19条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第14号の５）に確認状況

等を記入のうえ、当直員を置かない場合にあって

は、所定の場所に収置し、当直員を置く場合に

あっては、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第20条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、すみやかにああああ事務引

継書（別記様式第15号）を作成し、後任者又は所

属長の指定した職員に引き継がなければならな

い。 

２・３ 略 

 

（転任等における着任期間） 

第21条 略 

２ 病気、災害その他やむを得ない事由により、前

項ただし書の期限までに着任することができない

ときは、別に定める着任延期願（別記様式第15号

の２）を提出し所属長の承認を得なければならな

い。 

 

（休暇） 

第22条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規

則第14条第１項から第４項まで及び第15条第１項

の規定による休暇の請求、申出又は届出は、別に



（5）号外第６号栃 木 県 公 報令和８（2026）年２月５日　木曜日

定を同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間

における勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤

務・時間外勤務制限請求書（別記様式第14号の

２）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第16条の３ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第

66条第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う

超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求

は、別に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様

式第14号の４）を所属長に提出することにより行

うものとする。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第19条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第14号の５）に確認状況

等を記入の上あ、当直員を置かない場合にあって

は、所定の場所に収置し、当直員を置く場合に

あっては、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第20条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、速やかに別に定める事務引

継書（別記様式第15号）を作成し、後任者又は所

属長の指定した職員に引き継がなければならな

い。 

２・３ 略 

 

（転任等における着任期間） 

第21条 略 

２ 病気、災害その他やむを得ない事由により、前

項ただし書の期限までに着任することができない

ときは、別に定める着任延期願（別記様式第15号

の２）を提出し所属長の承認を得なければならな

い。 

 

（休暇） 

第22条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規

則第14条第１項から第４項まで及び第15条第１項

の規定による休暇の請求、申出又は届出は、別に

定を同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間

における勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤

務・時間外勤務制限請求書（別記様式第14号の

２）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第16条の３ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第

66条第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う

超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求

は、別に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様

式第14号の４）を所属長に提出することにより行

うものとする。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第19条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第14号の５）に確認状況

等を記入のうえ、当直員を置かない場合にあって

は、所定の場所に収置し、当直員を置く場合に

あっては、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第20条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、すみやかにああああ事務引

継書（別記様式第15号）を作成し、後任者又は所

属長の指定した職員に引き継がなければならな

い。 

２・３ 略 

 

（転任等における着任期間） 

第21条 略 

２ 病気、災害その他やむを得ない事由により、前

項ただし書の期限までに着任することができない

ときは、別に定める着任延期願（別記様式第15号

の２）を提出し所属長の承認を得なければならな

い。 

 

（休暇） 

第22条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規

則第14条第１項から第４項まで及び第15条第１項

の規定による休暇の請求、申出又は届出は、別に

定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

することにより行わなければならない。ただし、

本庁の部長、危機管理防災局長及び会計局長（こ

れらに相当する職にある者を含む。）にあっては

５日以上、本庁の課長（これに相当する職にある

者を含む。）及び出先機関の長にあっては30日以

上の傷病休暇の請求にあっては幹事課長（会計局

にあっては、会計管理課長。以下同じ。）を経て

人事課長に、出先機関の長の３日以上30日未満の

休暇の請求、申出又は届出にあっては主管部局長

に、別に定める休暇願届書（別記様式第17号）を

提出することにより行うものとする。 

２・３ 略 

４ 職員は、承認を受け、又は取得した休暇（30日

以上の傷病休暇を除く。）の期間の満了前に出勤

しようとする場合は、休暇簿によって休暇の請

求、申出又は届出を行ったときにあっては休暇簿

を、休暇願届書によって休暇の請求、申出又は届

出を行ったときにあっては別に定める出勤届（別

記様式第17号の２）を、それぞれ当該休暇の請

求、申出又は届出の例により提出しなければなら

ない。 

５ 略 

６ システム利用所属職員に対する第１項から第４

項までの規定の適用については、第１項中「別に

定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

する」とあるのは「総合庶務事務システムにより

当該休暇の請求、申出又は届出に係る事項を入力

する」と、第２項中「休暇簿」とあるのは「提出

し、」と、第３項中「職員」とあるのは「システ

ム利用所属職員」と、「休暇の請求又は申出を行

う」とあるのは「総合庶務事務システムにより休

暇の請求又は申出に係る事項を入力する」と、

「休暇の請求又は申出を行わなければ」とあるの

は「総合庶務事務システムにより当該休暇の請求

又は申出に係る事項を入力しなければ」と、第４

項中「職員」とあるのは「システム利用所属職

員」と、「休暇簿に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、「休暇簿を」とあるのは「総合

庶務事務システムにより当該休暇の請求、申出又

は届出に係る事項を入力し」と、「、それぞれ当

該」とあるのは「当該」とする。 

 

（欠勤） 

第23条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第18号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

することにより行わなければならない。ただし、

本庁の部長、危機管理防災局長及び会計局長（こ

れらに相当する職にある者を含む。）にあっては

５日以上、本庁の課長（これに相当する職にある

者を含む。）及び出先機関の長にあっては30日以

上の傷病休暇の請求にあっては幹事課長（会計局

にあっては、会計管理課長。以下同じ。）を経て

人事課長に、出先機関の長の３日以上30日未満の

休暇の請求、申出又は届出にあっては主管部局長

に、別に定める休暇願届書（別記様式第17号）を

提出することにより行うものとする。 

２・３ 略 

４ 職員は、承認を受け、又は取得した休暇（30日

以上の傷病休暇を除く。）の期間の満了前に出勤

しようとする場合は、休暇簿によって休暇の請

求、申出又は届出を行ったときにあっては休暇簿

を、休暇願届書によって休暇の請求、申出又は届

出を行ったときにあっては別に定める出勤届（別

記様式第17号の２）を、それぞれ当該休暇の請

求、申出又は届出の例により提出しなければなら

ない。 

５ 略 

６ システム利用所属職員に対する第１項から第４

項までの規定の適用については、第１項中「別に

定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

する」とあるのは「総合庶務事務システムにより

当該休暇の請求、申出又は届出に係る事項を入力

する」と、第２項中「休暇簿」とあるのは「提出

し、」と、第３項中「職員」とあるのは「システ

ム利用所属職員」と、「休暇の請求又は申出を行

う」とあるのは「総合庶務事務システムにより休

暇の請求又は申出に係る事項を入力する」と、

「休暇の請求又は申出を行わなければ」とあるの

は「総合庶務事務システムにより当該休暇の請求

又は申出に係る事項を入力しなければ」と、第４

項中「職員」とあるのは「システム利用所属職

員」と、「休暇簿に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、「休暇簿を」とあるのは「総合

庶務事務システムにより当該休暇の請求、申出又

は届出に係る事項を入力し」と、「、それぞれ当

該」とあるのは「当該」とする。 

 

（欠勤） 

第23条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第18号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス
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定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

することにより行わなければならない。ただし、

本庁の部長、危機管理防災局長及び会計局長（こ

れらに相当する職にある者を含む。）にあっては

５日以上、本庁の課長（これに相当する職にある

者を含む。）及び出先機関の長にあっては30日以

上の傷病休暇の請求にあっては幹事課長（会計局

にあっては、会計管理課長。以下同じ。）を経て

人事課長に、出先機関の長の３日以上30日未満の

休暇の請求、申出又は届出にあっては主管部局長

に、別に定める休暇願届書（別記様式第17号）を

提出することにより行うものとする。 

２・３ 略 

４ 職員は、承認を受け、又は取得した休暇（30日

以上の傷病休暇を除く。）の期間の満了前に出勤

しようとする場合は、休暇簿によって休暇の請

求、申出又は届出を行ったときにあっては休暇簿

を、休暇願届書によって休暇の請求、申出又は届

出を行ったときにあっては別に定める出勤届（別

記様式第17号の２）を、それぞれ当該休暇の請

求、申出又は届出の例により提出しなければなら

ない。 

５ 略 

６ システム利用所属職員に対する第１項から第４

項までの規定の適用については、第１項中「別に

定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

する」とあるのは「総合庶務事務システムにより

当該休暇の請求、申出又は届出に係る事項を入力

する」と、第２項中「休暇簿」とあるのは「提出

し、」と、第３項中「職員」とあるのは「システ

ム利用所属職員」と、「休暇の請求又は申出を行

う」とあるのは「総合庶務事務システムにより休

暇の請求又は申出に係る事項を入力する」と、

「休暇の請求又は申出を行わなければ」とあるの

は「総合庶務事務システムにより当該休暇の請求

又は申出に係る事項を入力しなければ」と、第４

項中「職員」とあるのは「システム利用所属職

員」と、「休暇簿に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、「休暇簿を」とあるのは「総合

庶務事務システムにより当該休暇の請求、申出又

は届出に係る事項を入力し」と、「、それぞれ当

該」とあるのは「当該」とする。 

 

（欠勤） 

第23条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第18号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

することにより行わなければならない。ただし、

本庁の部長、危機管理防災局長及び会計局長（こ

れらに相当する職にある者を含む。）にあっては

５日以上、本庁の課長（これに相当する職にある

者を含む。）及び出先機関の長にあっては30日以

上の傷病休暇の請求にあっては幹事課長（会計局

にあっては、会計管理課長。以下同じ。）を経て

人事課長に、出先機関の長の３日以上30日未満の

休暇の請求、申出又は届出にあっては主管部局長

に、別に定める休暇願届書（別記様式第17号）を

提出することにより行うものとする。 

２・３ 略 

４ 職員は、承認を受け、又は取得した休暇（30日

以上の傷病休暇を除く。）の期間の満了前に出勤

しようとする場合は、休暇簿によって休暇の請

求、申出又は届出を行ったときにあっては休暇簿

を、休暇願届書によって休暇の請求、申出又は届

出を行ったときにあっては別に定める出勤届（別

記様式第17号の２）を、それぞれ当該休暇の請

求、申出又は届出の例により提出しなければなら

ない。 

５ 略 

６ システム利用所属職員に対する第１項から第４

項までの規定の適用については、第１項中「別に

定める休暇簿（別記様式第16号）を所属長に提出

する」とあるのは「総合庶務事務システムにより

当該休暇の請求、申出又は届出に係る事項を入力

する」と、第２項中「休暇簿」とあるのは「提出

し、」と、第３項中「職員」とあるのは「システ

ム利用所属職員」と、「休暇の請求又は申出を行

う」とあるのは「総合庶務事務システムにより休

暇の請求又は申出に係る事項を入力する」と、

「休暇の請求又は申出を行わなければ」とあるの

は「総合庶務事務システムにより当該休暇の請求

又は申出に係る事項を入力しなければ」と、第４

項中「職員」とあるのは「システム利用所属職

員」と、「休暇簿に」とあるのは「総合庶務事務

システムに」と、「休暇簿を」とあるのは「総合

庶務事務システムにより当該休暇の請求、申出又

は届出に係る事項を入力し」と、「、それぞれ当

該」とあるのは「当該」とする。 

 

（欠勤） 

第23条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第18号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める欠勤届（別

記様式第18号）を所属長に提出しなければ」とあ

るのは「総合庶務事務システムにより当該欠勤に

係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（出勤簿の整理保管） 

第24条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第18号の２）に整理し、保管する

ものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第18号の２）に整理し、保管する」とあるの

は、「総合庶務事務システムにより整理する」と

する。 

 

（勤務状況報告） 

第25条 所属長（総合庶務事務システムを利用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月20日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第18号の

５）を作成し、幹事課長に提出しなければならな

い。 

２ 幹事課長は、前項の規定により提出された勤務

状況報告書をとりまとめ、別に定める勤務状況集

計表（別記様式第18号の６）を作成の上４月30日

までに人事課長に提出しなければならない。 

３ 他の所属課所に転出した職員（総合庶務事務シ

ステムを利用することができる所属から総合庶務

事務システムを利用することができる所属に転出

した職員を除く。）の勤務状況については、前所

属長において発令前日までを集計した別に定める

勤務状況通知書（別記様式第18号の３）を新所属

長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第25条の２ 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇

の承認を受けたときは、毎月その職員の別に定め

る傷病休暇承認状況書（別記様式第18号の４）を

作成し、翌月の10日までに幹事課長を経由して人

事課長に提出しなければならない。 

 

（休職及び復職） 

第26条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第19号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第20号）を、休職及

び復職しようとする日前10日までに所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 

テム利用所属職員」と、「別に定める欠勤届（別

記様式第18号）を所属長に提出しなければ」とあ

るのは「総合庶務事務システムにより当該欠勤に

係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（出勤簿の整理保管） 

第24条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第18号の２）に整理し、保管する

ものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第18号の２）に整理し、保管する」とあるの

は、「総合庶務事務システムにより整理する」と

する。 

 

（勤務状況報告） 

第25条 所属長（総合庶務事務システムを利用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月20日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第18号の

５）を作成し、幹事課長に提出しなければならな

い。 

２ 幹事課長は、前項の規定により提出された勤務

状況報告書をとりまとめ、別に定める勤務状況集

計表（別記様式第18号の６）を作成の上４月30日

までに人事課長に提出しなければならない。 

３ 他の所属課所に転出した職員（総合庶務事務シ

ステムを利用することができる所属から総合庶務

事務システムを利用することができる所属に転出

した職員を除く。）の勤務状況については、前所

属長において発令前日までを集計した別に定める

勤務状況通知書（別記様式第18号の３）を新所属

長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第25条の２ 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇

の承認を受けたときは、毎月その職員の別に定め

る傷病休暇承認状況書（別記様式第18号の４）を

作成し、翌月の10日までに幹事課長を経由して人

事課長に提出しなければならない。 

 

（休職及び復職） 

第26条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第19号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第20号）を、休職及

び復職しようとする日前10日までに所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 



（7）号外第６号栃 木 県 公 報令和８（2026）年２月５日　木曜日

テム利用所属職員」と、「別に定める欠勤届（別

記様式第18号）を所属長に提出しなければ」とあ

るのは「総合庶務事務システムにより当該欠勤に

係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（出勤簿の整理保管） 

第24条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第18号の２）に整理し、保管する

ものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第18号の２）に整理し、保管する」とあるの

は、「総合庶務事務システムにより整理する」と

する。 

 

（勤務状況報告） 

第25条 所属長（総合庶務事務システムを利用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月20日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第18号の

５）を作成し、幹事課長に提出しなければならな

い。 

２ 幹事課長は、前項の規定により提出された勤務

状況報告書をとりまとめ、別に定める勤務状況集

計表（別記様式第18号の６）を作成の上４月30日

までに人事課長に提出しなければならない。 

３ 他の所属課所に転出した職員（総合庶務事務シ

ステムを利用することができる所属から総合庶務

事務システムを利用することができる所属に転出

した職員を除く。）の勤務状況については、前所

属長において発令前日までを集計した別に定める

勤務状況通知書（別記様式第18号の３）を新所属

長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第25条の２ 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇

の承認を受けたときは、毎月その職員の別に定め

る傷病休暇承認状況書（別記様式第18号の４）を

作成し、翌月の10日までに幹事課長を経由して人

事課長に提出しなければならない。 

 

（休職及び復職） 

第26条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第19号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第20号）を、休職及

び復職しようとする日前10日までに所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 

テム利用所属職員」と、「別に定める欠勤届（別

記様式第18号）を所属長に提出しなければ」とあ

るのは「総合庶務事務システムにより当該欠勤に

係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（出勤簿の整理保管） 

第24条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第18号の２）に整理し、保管する

ものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第18号の２）に整理し、保管する」とあるの

は、「総合庶務事務システムにより整理する」と

する。 

 

（勤務状況報告） 

第25条 所属長（総合庶務事務システムを利用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月20日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第18号の

５）を作成し、幹事課長に提出しなければならな

い。 

２ 幹事課長は、前項の規定により提出された勤務

状況報告書をとりまとめ、別に定める勤務状況集

計表（別記様式第18号の６）を作成の上４月30日

までに人事課長に提出しなければならない。 

３ 他の所属課所に転出した職員（総合庶務事務シ

ステムを利用することができる所属から総合庶務

事務システムを利用することができる所属に転出

した職員を除く。）の勤務状況については、前所

属長において発令前日までを集計した別に定める

勤務状況通知書（別記様式第18号の３）を新所属

長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第25条の２ 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇

の承認を受けたときは、毎月その職員の別に定め

る傷病休暇承認状況書（別記様式第18号の４）を

作成し、翌月の10日までに幹事課長を経由して人

事課長に提出しなければならない。 

 

（休職及び復職） 

第26条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第19号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第20号）を、休職及

び復職しようとする日前10日までに所属長を経て

人事課長に提出しなければならない。 

 

（退職） 

第27条 職員は、退職しようとするときは、その退

職しようとする日前10日までに別に定める退職願

（別記様式第21号）を所属長を経て人事課長に提

出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第28条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第22号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、出先機関の長が、３日以上の職務に専念す

る義務の免除の承認を受けようとするときは、主

管部局長に別に定める職務専念義務免除承認申請

書（別記様式第22号の２）を提出するものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第22号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第29条 地方公務員法第38条第１項の規定に基づ

き、職員が営利企業等に従事するための許可を受

けようとする場合に関し必要な事項は、別に定め

るあああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああ。 

 

（専従許可等） 

第30条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号の２）を、所属長を

経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等） 

第30条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第２条第２項の規定により職員が育児休

業の承認を請求するときは、その休業を始めよう

とする日の１月（当該請求に係る子の出生の日か

 

（退職） 

第27条 職員は、退職しようとするときは、その退

職しようとする日前10日までに別に定める退職願

（別記様式第21号）を所属長を経て人事課長に提

出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第28条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第22号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、出先機関の長が、３日以上の職務に専念す

る義務の免除の承認を受けようとするときは、主

管部局長に別に定める職務専念義務免除承認申請

書（別記様式第22号の２）を提出するものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第22号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第29条 地方公務員法第38条第１項の規定に基づ

き、職員が営利企業等に従事するための許可を受

けようとするときは、別に定めるもののほか、営

利企業等従事許可申請書（別記様式第23号）によ

り、所属長の意見を具して人事課長に提出しなけ

ればならない。 

 

（専従許可等） 

第30条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号の２）を、所属長を

経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等） 

第30条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第２条第２項の規定により職員が育児休

業の承認を請求するときは、その休業を始めよう

とする日の１月（当該請求に係る子の出生の日か
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（退職） 

第27条 職員は、退職しようとするときは、その退

職しようとする日前10日までに別に定める退職願

（別記様式第21号）を所属長を経て人事課長に提

出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第28条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第22号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、出先機関の長が、３日以上の職務に専念す

る義務の免除の承認を受けようとするときは、主

管部局長に別に定める職務専念義務免除承認申請

書（別記様式第22号の２）を提出するものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第22号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第29条 地方公務員法第38条第１項の規定に基づ

き、職員が営利企業等に従事するための許可を受

けようとする場合に関し必要な事項は、別に定め

るあああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああ。 

 

（専従許可等） 

第30条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号の２）を、所属長を

経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等） 

第30条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第２条第２項の規定により職員が育児休

業の承認を請求するときは、その休業を始めよう

とする日の１月（当該請求に係る子の出生の日か

 

（退職） 

第27条 職員は、退職しようとするときは、その退

職しようとする日前10日までに別に定める退職願

（別記様式第21号）を所属長を経て人事課長に提

出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第28条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第22号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、出先機関の長が、３日以上の職務に専念す

る義務の免除の承認を受けようとするときは、主

管部局長に別に定める職務専念義務免除承認申請

書（別記様式第22号の２）を提出するものとす

る。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第22号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第29条 地方公務員法第38条第１項の規定に基づ

き、職員が営利企業等に従事するための許可を受

けようとするときは、別に定めるもののほか、営

利企業等従事許可申請書（別記様式第23号）によ

り、所属長の意見を具して人事課長に提出しなけ

ればならない。 

 

（専従許可等） 

第30条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号の２）を、所属長を

経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等） 

第30条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第２条第２項の規定により職員が育児休

業の承認を請求するときは、その休業を始めよう

とする日の１月（当該請求に係る子の出生の日か

ら職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木

県条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育

児休業をしようとする場合は、２週間）前まで

に、別に定める育児休業承認請求書（別記様式第

23号の３）を所属長を経て人事課長に提出しなけ

ればならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第23号

の４）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て

人事課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第30条の３ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第23号の５）を所属長を経て人事課長

に提出しなければならない。この場合において、

同条例第11条第６号の規定により、子の養育をす

るための計画について申し出ようとする職員は、

別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式第23

号の５の２）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第30条の４ 育児休業法第19条第１項の規定による

請求、同条第２項の規定による申出及び同条第３

項の規定による変更は、別に定める部分休業承認

請求書（別記様式第23号の６）を所属長に提出す

ることにより行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が部分休業の一部

を取り消すときは、あらかじめ別に定める部分休

業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提出

しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第23号の６）を

所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務シ

ステムにより当該請求、申出及び変更に係る事項

を入力する」と、第３項中「職員」とあるのは

「システム利用所属職員」と、「別に定める部分

休業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入

力しなければ」と、前項中「準用する」とあるの

は「準用する。この場合において、同項中「職

ら職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木

県条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育

児休業をしようとする場合は、２週間）前まで

に、別に定める育児休業承認請求書（別記様式第

23号の３）を所属長を経て人事課長に提出しなけ

ればならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第23号

の４）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て

人事課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第30条の３ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第23号の５）を所属長を経て人事課長

に提出しなければならない。この場合において、

同条例第11条第６号の規定により、子の養育をす

るための計画について申し出ようとする職員は、

別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式第23

号の５の２）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第30条の４ 育児休業法第19条第１項の規定による

請求、同条第２項の規定による申出及び同条第３

項の規定による変更は、別に定める部分休業承認

請求書（別記様式第23号の６）を所属長に提出す

ることにより行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が部分休業の一部

を取り消すときは、あらかじめ別に定める部分休

業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提出

しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第23号の６）を

所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務シ

ステムにより当該請求、申出及び変更に係る事項

を入力する」と、第３項中「職員」とあるのは

「システム利用所属職員」と、「別に定める部分

休業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入

力しなければ」と、前項中「準用する」とあるの

は「準用する。この場合において、同項中「職
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ら職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木

県条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育

児休業をしようとする場合は、２週間）前まで

に、別に定める育児休業承認請求書（別記様式第

23号の３）を所属長を経て人事課長に提出しなけ

ればならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第23号

の４）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て

人事課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第30条の３ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第23号の５）を所属長を経て人事課長

に提出しなければならない。この場合において、

同条例第11条第６号の規定により、子の養育をす

るための計画について申し出ようとする職員は、

別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式第23

号の５の２）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第30条の４ 育児休業法第19条第１項の規定による

請求、同条第２項の規定による申出及び同条第３

項の規定による変更は、別に定める部分休業承認

請求書（別記様式第23号の６）を所属長に提出す

ることにより行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が部分休業の一部

を取り消すときは、あらかじめ別に定める部分休

業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提出

しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第23号の６）を

所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務シ

ステムにより当該請求、申出及び変更に係る事項

を入力する」と、第３項中「職員」とあるのは

「システム利用所属職員」と、「別に定める部分

休業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入

力しなければ」と、前項中「準用する」とあるの

は「準用する。この場合において、同項中「職

ら職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木

県条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育

児休業をしようとする場合は、２週間）前まで

に、別に定める育児休業承認請求書（別記様式第

23号の３）を所属長を経て人事課長に提出しなけ

ればならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第23号

の４）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て

人事課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第30条の３ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第23号の５）を所属長を経て人事課長

に提出しなければならない。この場合において、

同条例第11条第６号の規定により、子の養育をす

るための計画について申し出ようとする職員は、

別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式第23

号の５の２）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第30条の４ 育児休業法第19条第１項の規定による

請求、同条第２項の規定による申出及び同条第３

項の規定による変更は、別に定める部分休業承認

請求書（別記様式第23号の６）を所属長に提出す

ることにより行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が部分休業の一部

を取り消すときは、あらかじめ別に定める部分休

業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提出

しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第23号の６）を

所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務シ

ステムにより当該請求、申出及び変更に係る事項

を入力する」と、第３項中「職員」とあるのは

「システム利用所属職員」と、「別に定める部分

休業取消簿（別記様式第23号の７）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入

力しなければ」と、前項中「準用する」とあるの

は「準用する。この場合において、同項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める養育状況変更届（別記様式第23号の

４）」とあるのは「総合庶務事務システム」と、

「所属長を経て人事課長に届け出なければ」とあ

るのは「入力しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第30条の５ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第23号の８）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第23号の９）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

23号の10）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第23号の８）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第23

号の９）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第23

号の10）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第30条の６ 職員の高齢者部分休業に関する条例

（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第23号の11）を所属長に提出しなければな

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める養育状況変更届（別記様式第23号の

４）」とあるのは「総合庶務事務システム」と、

「所属長を経て人事課長に届け出なければ」とあ

るのは「入力しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第30条の５ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第23号の８）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第23号の９）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

23号の10）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第23号の８）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第23

号の９）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第23

号の10）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第30条の６ 職員の高齢者部分休業に関する条例

（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第23号の11）を所属長に提出しなければな
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員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める養育状況変更届（別記様式第23号の

４）」とあるのは「総合庶務事務システム」と、

「所属長を経て人事課長に届け出なければ」とあ

るのは「入力しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第30条の５ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第23号の８）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第23号の９）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

23号の10）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第23号の８）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第23

号の９）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第23

号の10）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第30条の６ 職員の高齢者部分休業に関する条例

（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第23号の11）を所属長に提出しなければな

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める養育状況変更届（別記様式第23号の

４）」とあるのは「総合庶務事務システム」と、

「所属長を経て人事課長に届け出なければ」とあ

るのは「入力しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第30条の５ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第23号の８）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第23号の９）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

23号の10）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第23号の８）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第23

号の９）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第23

号の10）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第30条の６ 職員の高齢者部分休業に関する条例

（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第23号の11）を所属長に提出しなければな

らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第23号の11）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第30条の７ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第23号の13）を所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第23号の14）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第30条の８ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第23号の15）を所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

２ 略 

３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第23号の16）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 

らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第23号の11）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第30条の７ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第23号の13）を所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第23号の14）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第30条の８ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第23号の15）を所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

２ 略 

３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第23号の16）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 
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らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第23号の11）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第30条の７ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第23号の13）を所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第23号の14）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第30条の８ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第23号の15）を所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

２ 略 

３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第23号の16）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 

らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第23号の11）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第23号の

12）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第30条の７ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第23号の13）を所属長

を経て人事課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第23号の14）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第30条の８ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第23号の15）を所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

２ 略 

３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第23号の16）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て人事課長に届け出なければなら

ない。 

別記様式第１号から別記様式第６号までを削り、別記様式第７号を別記様式第１号とし、別記様式第８号を

別記様式第２号とし、別記様式第９号から別記様式第25号までを削る。 

附 則                                            

(1)～(4) 略 

 

（事故等の報告） 

第31条 略 

２ 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに別

に定める死亡届（別記様式第23号の17）により人

事課長を経て知事に報告しなければならない。 

３ 略 

 

（履歴事項異動届） 

第32条 職員は、氏名、学歴、免許及び資格に異動

があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速

やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別記

様式第24号）により所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

 

（居住所届） 

第33条 所属長は、職員について、あらかじめ別に

定める居住所届を整備し、連絡方法等を明らかに

しておかなければならない。 

２ 職員は、前項の連絡方法等について異動を生じ

たときは、速やかに 所属長に届け出なければな

らない。 

 

別表（第11条関係） 

所 
属 

職

員 

１週間

の勤務

時 間 

週

休

日 

勤 務 時 間 等 
区

分 
勤務時間 

休憩

時間 
略 
フ レ ッ

ク ス タ

イ ム 制

勤 務 職

員 

略 略 略 始業及び終

業の時刻に

係る職員か

らの申告を

考慮し、職

員の勤務時

間、休日及

び休暇に関

する規則第

１条の３に

規定する基

準に適合す

るよう所属

長が割り振

る。 

略 

略 
注 略 

(1)～(4) 略 

 

（事故等の報告） 

第31条 略 

２ 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに別

に定める死亡届（別記様式第23号の17）により人

事課長を経て知事に報告しなければならない。 

３ 略 

 

（履歴事項異動届） 

第32条 職員は、氏名、学歴、免許及び資格に異動

があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速

やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別記

様式第24号）により所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

 

（居住所届） 

第33条 所属長は、あらかじめ職員の居住所届（別

記様式第25号）を整備し、連絡方法等を明らかに

しておかなければならない。 

２ 職員は、前項の連絡方法等について異動を生じ

たときは、すみやかに所属長に届け出なければな

らない。 

 

別表（第11条関係） 

所 
属 

職

員 

１週間

の勤務

時 間 

週

休

日 

勤 務 時 間 等 
区

分 
勤務時間 

休憩

時間 
略 
フ レ ッ

ク ス タ

イ ム 制

勤 務 職

員 

略 略 略 始業及び終

業の時刻に

係る職員か

らの申告を

考慮し、職

員の勤務時

間、休日及

び休暇に関

する規則第

１条の４に

規定する基

準に適合す

るよう所属

長が割り振

る。 

略 

略 
注 略 
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人 事 委 員 会

別記様式第１号から別記様式第６号までを削り、別記様式第７号を別記様式第１号とし、別記様式第８号を

別記様式第２号とし、別記様式第９号から別記様式第25号までを削る。 

附 則                                            

(1)～(4) 略 

 

（事故等の報告） 

第31条 略 

２ 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに別

に定める死亡届（別記様式第23号の17）により人

事課長を経て知事に報告しなければならない。 

３ 略 

 

（履歴事項異動届） 

第32条 職員は、氏名、学歴、免許及び資格に異動

があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速

やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別記

様式第24号）により所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

 

（居住所届） 

第33条 所属長は、職員について、あらかじめ別に

定める居住所届を整備し、連絡方法等を明らかに

しておかなければならない。 

２ 職員は、前項の連絡方法等について異動を生じ

たときは、速やかに 所属長に届け出なければな

らない。 

 

別表（第11条関係） 

所 
属 

職

員 

１週間

の勤務

時 間 

週

休

日 

勤 務 時 間 等 
区

分 
勤務時間 

休憩

時間 
略 
フ レ ッ

ク ス タ

イ ム 制

勤 務 職

員 

略 略 略 始業及び終

業の時刻に

係る職員か

らの申告を

考慮し、職

員の勤務時

間、休日及

び休暇に関

する規則第

１条の３に

規定する基

準に適合す

るよう所属

長が割り振

る。 

略 

略 
注 略 

(1)～(4) 略 

 

（事故等の報告） 

第31条 略 

２ 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに別

に定める死亡届（別記様式第23号の17）により人

事課長を経て知事に報告しなければならない。 

３ 略 

 

（履歴事項異動届） 

第32条 職員は、氏名、学歴、免許及び資格に異動

があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速

やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別記

様式第24号）により所属長を経て人事課長に提出

しなければならない。 

 

（居住所届） 

第33条 所属長は、あらかじめ職員の居住所届（別

記様式第25号）を整備し、連絡方法等を明らかに

しておかなければならない。 

２ 職員は、前項の連絡方法等について異動を生じ

たときは、すみやかに所属長に届け出なければな

らない。 

 

別表（第11条関係） 

所 
属 

職

員 

１週間

の勤務

時 間 

週

休

日 

勤 務 時 間 等 
区

分 
勤務時間 

休憩

時間 
略 
フ レ ッ

ク ス タ

イ ム 制

勤 務 職

員 

略 略 略 始業及び終

業の時刻に

係る職員か

らの申告を

考慮し、職

員の勤務時

間、休日及

び休暇に関

する規則第

１条の４に

規定する基

準に適合す

るよう所属

長が割り振

る。 

略 

略 
注 略 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。                  
（人事課）  
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○職員の給料等の支給に関する規則等の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第２号                                    

職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。    
令和８年２月５日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  茂  呂  和  巳 
職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則            

 （職員の給料等の支給に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の給料等の支給に関する規則（昭和27年栃木県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正） 

改   正   後 改   正   前 

（異動した職員の給与） 

第３条 職員がその所属する給料の支給義務者を異

にして移動した場合においては、発令の前日まで

の分の給料は、その給与期間の現日数から職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年

栃木県条例第１号。以下「勤務時間等条例」とい

う。）第３条第１項に規定する週休日（以下「週

休日」という。）並びに同条第３項及び勤務時間

等条例第５条第２項において読み替えて準用する

同条第１項の規定に基づく勤務時間を割り振らな

い日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎と

した日割による計算（以下「日割計算」とい

う。）によりその者が従前所属していた給料の支

給義務者において支給し、発令の当日以降の分の

給料は、その者のその月に受ける給料額からその

者が従前所属していた給料の支給義務者において

既に支給された額を差し引いた額を、その者が新

たに所属することになった給料の支給義務者にお

いて支給する。 

２ 略 

 

（公務旅行中における超過勤務及び休日勤務の取

扱い） 

第16条 公務による旅行（出張及び赴任を含む。）

中の職員に係る次の各号に掲げる手当の支給につ

いては、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 

(4)a管理職員特別勤務手当 週休日、勤務時間等

条例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条第

２項において読み替えて準用する同条第１項の

規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は条

例第14条に規定する祝日法による休日等若しく

は年末年始の休日等に臨時又は緊急の必要その

他の公務の運営の必要により勤務し、その勤務

時間につき明確に証明できる職員に限り支給す

る。 

（異動した職員の給与） 

第３条 職員がその所属する給料の支給義務者を異

にして移動した場合においては、発令の前日まで

の分の給料は、その給与期間の現日数から職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年

栃木県条例第１号。以下「勤務時間等条例」とい

う。）第３条第１項に規定する週休日（以下「週

休日」という。）の日数あああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああを差し引いた日数を基礎と

した日割による計算（以下「日割計算」とい

う。）によりその者が従前所属していた給料の支

給義務者において支給し、発令の当日以降の分の

給料は、その者のその月に受ける給料額からその

者が従前所属していた給料の支給義務者において

既に支給された額を差し引いた額を、その者が新

たに所属することになった給料の支給義務者にお

いて支給する。 

２ 略 

 

（公務旅行中における超過勤務及び休日勤務の取

扱い） 

第16条 公務による旅行（出張及び赴任を含む。）

中の職員に係る次の各号に掲げる手当の支給につ

いては、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 

(4)a管理職員特別勤務手当 週休日、勤務時間等

条例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条第

２項において読み替えて準用する同条第１項の

規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は条

例第14条に規定する祝日法による休日等若しく

は年末年始の休日等に臨時又は緊急の必要その

他の公務の運営の必要により勤務し、その勤務

時間につき明確に証明できる職員に限り支給す

る。 
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○職員の給料等の支給に関する規則等の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第２号                                    

職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。    
令和８年２月５日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  茂  呂  和  巳 
職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則            

 （職員の給料等の支給に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の給料等の支給に関する規則（昭和27年栃木県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正） 

改   正   後 改   正   前 

（異動した職員の給与） 

第３条 職員がその所属する給料の支給義務者を異

にして移動した場合においては、発令の前日まで

の分の給料は、その給与期間の現日数から職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年

栃木県条例第１号。以下「勤務時間等条例」とい

う。）第３条第１項に規定する週休日（以下「週

休日」という。）並びに同条第３項及び勤務時間

等条例第５条第２項において読み替えて準用する

同条第１項の規定に基づく勤務時間を割り振らな

い日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎と

した日割による計算（以下「日割計算」とい

う。）によりその者が従前所属していた給料の支

給義務者において支給し、発令の当日以降の分の

給料は、その者のその月に受ける給料額からその

者が従前所属していた給料の支給義務者において

既に支給された額を差し引いた額を、その者が新

たに所属することになった給料の支給義務者にお

いて支給する。 

２ 略 

 

（公務旅行中における超過勤務及び休日勤務の取

扱い） 

第16条 公務による旅行（出張及び赴任を含む。）

中の職員に係る次の各号に掲げる手当の支給につ

いては、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 

(4)a管理職員特別勤務手当 週休日、勤務時間等

条例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条第

２項において読み替えて準用する同条第１項の

規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は条

例第14条に規定する祝日法による休日等若しく

は年末年始の休日等に臨時又は緊急の必要その

他の公務の運営の必要により勤務し、その勤務

時間につき明確に証明できる職員に限り支給す

る。 

（異動した職員の給与） 

第３条 職員がその所属する給料の支給義務者を異

にして移動した場合においては、発令の前日まで

の分の給料は、その給与期間の現日数から職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年

栃木県条例第１号。以下「勤務時間等条例」とい

う。）第３条第１項に規定する週休日（以下「週

休日」という。）の日数あああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああを差し引いた日数を基礎と

した日割による計算（以下「日割計算」とい

う。）によりその者が従前所属していた給料の支

給義務者において支給し、発令の当日以降の分の

給料は、その者のその月に受ける給料額からその

者が従前所属していた給料の支給義務者において

既に支給された額を差し引いた額を、その者が新

たに所属することになった給料の支給義務者にお

いて支給する。 

２ 略 

 

（公務旅行中における超過勤務及び休日勤務の取

扱い） 

第16条 公務による旅行（出張及び赴任を含む。）

中の職員に係る次の各号に掲げる手当の支給につ

いては、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 

(4)a管理職員特別勤務手当 週休日、勤務時間等

条例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条第

２項において読み替えて準用する同条第１項の

規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は条

例第14条に規定する祝日法による休日等若しく

は年末年始の休日等に臨時又は緊急の必要その

他の公務の運営の必要により勤務し、その勤務

時間につき明確に証明できる職員に限り支給す

る。 
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第２条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和46年栃木県人事委員会規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （寒冷地手当の支給に関する規則の一部改正） 

第３条 寒冷地手当の支給に関する規則（昭和55年栃木県人事委員会規則第18号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正） 

第４条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成７年栃木県人事委員会規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第14条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

 (1)～(5) 略 

 (6)a負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又

は通勤による負傷若しくは疾病（派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤によ

る負傷若しくは疾病を含む。）を除く。）によ

り勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例

第１号。以下「勤務時間等条例」という。）第

３条第１項に規定する週休日、同条第３項及び

勤務時間等条例第５条第２項において読み替え

て準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間

を割り振らない日、勤務時間等条例第７条の２

第１項の規定により割り振られた勤務時間の全

部について同項に規定する超勤代休時間を指定

された日並びに条例第14条に規定する祝日法に

よる休日等及び年末年始の休日等（次号におい

て「週休日等」という。）を除いた日が30日を

超える場合には、その勤務しなかった全期間 

 (7)～(11) 略 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第14条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

 (1)～(5) 略 

 (6)a負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又

は通勤による負傷若しくは疾病（派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤によ

る負傷若しくは疾病を含む。）を除く。）によ

り勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例

第１号。以下「勤務時間等条例」という。）第

３条第１項に規定する週休日、同条第３項及び

勤務時間等条例第５条第２項において読み替え

て準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間

を割り振らない日、勤務時間等条例第７条の２

第１項の規定により割り振られた勤務時間の全

部について同項に規定する超勤代休時間を指定

された日並びに条例第14条に規定する祝日法に

よる休日等及び年末年始の休日等（次号におい

て「週休日等」という。）を除いた日が30日を

超える場合には、その勤務しなかった全期間 

 (7)～(11) 略 

改   正   後 改   正   前 

（日割計算の額等） 

第５条 略 

２ 条例第21条第４項の人事委員会規則で定める額

は、同条第２項の規定による額を同条第４項に規

定する場合に該当した月の現日数から職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年栃木

県条例第１号）第３条第１項に規定する週休日並

びに同条第３項及び同条例第５条第２項において

読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく勤

務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算して

得た額とする。 

（日割計算の額等） 

第５条 略 

２ 条例第21条第４項の人事委員会規則で定める額

は、同条第２項の規定による額を同条第４項に規

定する場合に該当した月の現日数から職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年栃木

県条例第１号）第３条第１項に規定する週休日の

日数ああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああを差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算して

得た額とする。 
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第２条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和46年栃木県人事委員会規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （寒冷地手当の支給に関する規則の一部改正） 

第３条 寒冷地手当の支給に関する規則（昭和55年栃木県人事委員会規則第18号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正） 

第４条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成７年栃木県人事委員会規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第14条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

 (1)～(5) 略 

 (6)a負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又

は通勤による負傷若しくは疾病（派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤によ

る負傷若しくは疾病を含む。）を除く。）によ

り勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例

第１号。以下「勤務時間等条例」という。）第

３条第１項に規定する週休日、同条第３項及び

勤務時間等条例第５条第２項において読み替え

て準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間

を割り振らない日、勤務時間等条例第７条の２

第１項の規定により割り振られた勤務時間の全

部について同項に規定する超勤代休時間を指定

された日並びに条例第14条に規定する祝日法に

よる休日等及び年末年始の休日等（次号におい

て「週休日等」という。）を除いた日が30日を

超える場合には、その勤務しなかった全期間 

 (7)～(11) 略 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第14条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

 (1)～(5) 略 

 (6)a負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又

は通勤による負傷若しくは疾病（派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤によ

る負傷若しくは疾病を含む。）を除く。）によ

り勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例

第１号。以下「勤務時間等条例」という。）第

３条第１項に規定する週休日、同条第３項及び

勤務時間等条例第５条第２項において読み替え

て準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間

を割り振らない日、勤務時間等条例第７条の２

第１項の規定により割り振られた勤務時間の全

部について同項に規定する超勤代休時間を指定

された日並びに条例第14条に規定する祝日法に

よる休日等及び年末年始の休日等（次号におい

て「週休日等」という。）を除いた日が30日を

超える場合には、その勤務しなかった全期間 

 (7)～(11) 略 

改   正   後 改   正   前 

（日割計算の額等） 

第５条 略 

２ 条例第21条第４項の人事委員会規則で定める額

は、同条第２項の規定による額を同条第４項に規

定する場合に該当した月の現日数から職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年栃木

県条例第１号）第３条第１項に規定する週休日並

びに同条第３項及び同条例第５条第２項において

読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく勤

務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算して

得た額とする。 

（日割計算の額等） 

第５条 略 

２ 条例第21条第４項の人事委員会規則で定める額

は、同条第２項の規定による額を同条第４項に規

定する場合に該当した月の現日数から職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年栃木

県条例第１号）第３条第１項に規定する週休日の

日数ああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああを差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算して

得た額とする。 
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（条例第３条第３項の適用除外職員） 

 

第１条の２ 条例第３条第３項各号列記以外の部分

の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

(1) 略 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 略 

 

 

(3)a略 

 

 

 

 

 

 

 

（条例第３条第３項の規定による勤務時間の割振

り等の基準等） 

第１条の３ 任命権者は、勤務時間の割振り等（条

例第３条第３項の規定による勤務時間を割り振ら

ない日（同項の規定による勤務時間を割り振らな

い日をいう。第３条第２項を除き、以下同じ。）

の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下この条

から第１条の５までにおいて同じ。）を行う場合

には、条例第３条第３項に規定する申告（以下

「申告」という。）を考慮しつつ、次に掲げる基

準に適合するように行わなければならない。この

場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振

り等を行うことにより公務の運営に支障が生ずる

と認めるときは、別に人事委員会の定めるところ

により、当該申告と異なる勤務時間の割振り等を

行うことができるものとする。 

(1)a第１条の６に規定する期間（以下この号及び

第３号において「単位期間」という。）をその

初日から１週間ごとに区分した各期間（単位期

間が１週間である場合にあっては、単位期間。

次号において「区分期間」という。）につき１

日を限度として、勤務時間を割り振らない日を

設けることができること。 

（条例第３条第３項の規定に基づく勤務時間の割

振りの基準等） 

第１条の２ 条例第３条第３項各号列記以外の部分

の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

(1) 略 

(2)a育児休業法第19条第１項に規定する部分休業

をしている職員 

(3)a地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26

条の２第１項に規定する修学部分休業をしてい

る職員 

(4)a地方公務員法第26条の３第１項に規定する高

齢者部分休業をしている職員 

(5) 略 

(6)a条例第14条の２第１項に規定する介護時間の

承認を受けて勤務しない時間がある職員 

(7) 略 

 

第１条の３ 条例第３条第３項の人事委員会規則で

定める期間（次条第１項及び第１条の９において

「単位期間」という。）は、１週間、２週間、３

週間又は４週間のうち職員が選択する期間とす

る。 

 

 

 

第１条の４ 条例第３条第３項の規定に基づく勤務

時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するもの

でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)a勤務時間は、１日につき４時間以上とするこ

と。ただし、休日（条例第８条に規定する祝日

法による休日又は年末年始の休日をいう。以下

同じ。）その他人事委員会の定める日について

は、７時間45分（定年前再任用短時間勤務職員

（条例第２条第３項に規定する定年前再任用短

時間勤務職員をいう。以下同じ。）にあって
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(2)a１日につき４時間以上の勤務時間を割り振る

こと。ただし、区分期間（勤務時間を割り振ら

ない日を含む区分期間を除く。）につき１日を

限度として職員が指定する日（第４号において

「特例対象日」という。）については、４時間

未満の勤務時間を割り振ることができること。 

 (3)a前２号の規定にかかわらず、休日（条例第８

条に規定する祝日法による休日又は年末年始の

休日をいう。以下同じ。）その他人事委員会の

定める日については、７時間45分（定年前再任

用短時間勤務職員（条例第２条第３項に規定す

る定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同

じ。）にあっては、当該定年前再任用短時間勤

務職員の単位期間ごとの期間における勤務時間

を当該期間における条例第３条第１項の規定に

よる週休日（同項に規定する週休日をいう。以

下同じ。）以外の日の日数で除して得た時間）

の勤務時間を割り振ること。 

(4)a月曜日から金曜日までの午前10時から午後３

時までの時間帯において、休憩時間を除き、連

続する４時間は、この項の基準により勤務時間

を割り振る職員に共通する勤務時間とするこ

と。ただし、特例対象日については、この限り

でない。 

(5)a始業の時刻を午前７時  以後に、終業の時

刻を午後８時以前に設定すること。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員に７時間45分に満

たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例

第３条第３項の規定による 勤務時間の割振りに

ついては、人事委員会の定めるところにより、前

項第２号及び第４号に掲げるあああああああああ

あ基準によらないことができるものとする。 

 

 （条例第３条第３項の規定による勤務時間の割振

り等の変更） 

第１条の４ 任命権者は、次の各号のいずれかに該

当する場合には、勤務時間の割振り等を変更する

ことができる。 

 (1)a条例第３条第３項に規定する申告があった場

合において、これらの申告どおりに変更すると

き。 

 (2)a勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由

により、当該勤務時間の割振り等の変更を行わ

なければ公務の運営に支障が生ずると認める場

合において、別に人事委員会の定めるところに

より変更するとき。 

は、当該定年前再任用短時間勤務職員の単位期

間ごとの期間における勤務時間を当該期間にお

ける条例第３条第１項の週休日以外の日の日数

で除して得た時間）とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)a月曜日から金曜日までの午前10時から午後３

時までの時間帯において、休憩時間を除き、連

続する４時間は、この項の基準により勤務時間

を割り振る職員に共通する勤務時間とするこ

と。 

 

(3)a始業の時刻は午前７時30分以後に、終業の時

刻は午後７時以前に設定すること。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員に７時間45分に満

たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例

第３条第３項の規定に基づく勤務時間の割振りに

ついては、人事委員会の定めるところにより、前

項第１号（ただし書を除く。）及び第２号に定め

る基準によらないことができるものとする。 
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 （条例第３条第３項の規定による勤務時間の割振

り等の申告） 

第１条の５ 条例第３条第３項の職員の申告は、第

１条の３に定める基準に適合するように、希望す

る勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業

の時刻を明らかにしてしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位期間） 

第１条の６ 条例第３条第３項の人事委員会規則で

定める期間は、１週間、２週間、３週間又は４週

間のうち職員が選択する期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条の５ 条例第３条第３項の職員の申告は、前

条あああに定める基準に適合するものでああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああなければならない。 

２ 任命権者は、前項の規定による申告（以下この

条において「申告」という。）について、その事

由を確認する必要があると認めるときは、当該申

告をした職員に対して、証明書類の提出を求める

ことができる。 

３ 任命権者は、申告を考慮して勤務時間を割り振

るものとする。この場合において、任命権者は、

できる限り、当該勤務時間の割振りが申告どおり

となるように努めるものとし、当該申告どおりに

勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる

と認める場合には、別に人事委員会の定めるとこ

ろにより勤務時間を割り振ることができるものと

する。 

４ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場

合には、前項の規定による勤務時間の割振り又は

この項の規定により変更された後の勤務時間の割

振りを変更することができる。 

(1)a職員からあらかじめ前項の規定により割り振

られた勤務時間又はこの項の規定により変更さ

れた後の勤務時間の始業若しくは終業の時刻に

ついて変更の申告があった場合において、当該

申告どおりに変更するとき。 

(2)a前項の規定による勤務時間の割振り又はこの

項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に

生じた事由により、前項の規定による勤務時間

の割振り又はこの項の規定による変更の後の勤

務時間の割振りによると公務の運営に支障が生

ずると認める場合において、別に人事委員会の

定めるところにより変更するとき。 

 

 

第１条の６ 条例第３条第３項第１号の人事委員会

規則で定める者は、次に掲げる者（第２号に掲げ

る者にあっては、職員と同居しているものに限

る。）とする。 

(1)a祖父母、孫及び兄弟姉妹 

(2)a職員又は配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）との間において事実上父母と同様の関係

にあると認められる者及び職員との間において

事実上子と同様の関係にあると認められる者で

人事委員会が定めるもの 

２ 条例第３条第３項第１号の人事委員会規則で定
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 （条例第３条第３項の規定による勤務時間の割振

り等の申告） 

第１条の５ 条例第３条第３項の職員の申告は、第

１条の３に定める基準に適合するように、希望す

る勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業

の時刻を明らかにしてしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位期間） 

第１条の６ 条例第３条第３項の人事委員会規則で

定める期間は、１週間、２週間、３週間又は４週

間のうち職員が選択する期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条の５ 条例第３条第３項の職員の申告は、前

条あああに定める基準に適合するものでああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああなければならない。 

２ 任命権者は、前項の規定による申告（以下この

条において「申告」という。）について、その事

由を確認する必要があると認めるときは、当該申

告をした職員に対して、証明書類の提出を求める

ことができる。 

３ 任命権者は、申告を考慮して勤務時間を割り振

るものとする。この場合において、任命権者は、

できる限り、当該勤務時間の割振りが申告どおり

となるように努めるものとし、当該申告どおりに

勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる

と認める場合には、別に人事委員会の定めるとこ

ろにより勤務時間を割り振ることができるものと

する。 

４ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場

合には、前項の規定による勤務時間の割振り又は

この項の規定により変更された後の勤務時間の割

振りを変更することができる。 

(1)a職員からあらかじめ前項の規定により割り振

られた勤務時間又はこの項の規定により変更さ

れた後の勤務時間の始業若しくは終業の時刻に

ついて変更の申告があった場合において、当該

申告どおりに変更するとき。 

(2)a前項の規定による勤務時間の割振り又はこの

項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に

生じた事由により、前項の規定による勤務時間

の割振り又はこの項の規定による変更の後の勤

務時間の割振りによると公務の運営に支障が生

ずると認める場合において、別に人事委員会の

定めるところにより変更するとき。 

 

 

第１条の６ 条例第３条第３項第１号の人事委員会

規則で定める者は、次に掲げる者（第２号に掲げ

る者にあっては、職員と同居しているものに限

る。）とする。 

(1)a祖父母、孫及び兄弟姉妹 

(2)a職員又は配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）との間において事実上父母と同様の関係

にあると認められる者及び職員との間において

事実上子と同様の関係にあると認められる者で

人事委員会が定めるもの 

２ 条例第３条第３項第１号の人事委員会規則で定
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（特別の形態によって勤務する必要のある職員の

週休日及び勤務時間の割振りの基準） 

第２条 任命権者は、条例第４条第２項本文の定め

るところに従い週休日（条例第３条第１項に規定

する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の

割振りを定める場合には、勤務日（条例第５条第

１項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）が引

き続き12日を超えないようにし、かつ、１回の勤

務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないよ

うにしなければならない。 

める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)a小学校就学の始期に達するまでの子（育児休

業法第２条第１項の規定により子に含まれるも

のとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の

監護対象者等」という。）を含む。第５条の10

及び第５条の13を除き、以下同じ。）（配偶者

の子を含む。）又は小学校、義務教育学校の前

期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学し

ている子（配偶者の子を含む。）であって10歳

に達する日以後の最初の３月31日までの間にあ

るものを養育する職員 

(2)a条例第３条第３項第１号に規定する配偶者等

であって、負傷、疾病又は老齢により２週間以

上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものを介護する職員 

 

第１条の７ 条例第３条第３項第２号の人事委員会

規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関

する法律（昭和35年法律第123号）第２条第１号

に規定する障害者である職員のうち、同法第37条

第２項に規定する対象障害者である職員とする。 

 

第１条の８ 第１条の５第３項の規定により勤務時

間を割り振られた職員は、第１条の６第２項各号

に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しな

いこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任

命権者に届け出なければならない。 

２ 第１条の５第２項の規定は、前項の届出につい

て準用する。 

 

第１条の９ 第１条の５第３項の規定により勤務時

間を割り振られた職員が、単位期間の中途におい

て第１条の６第２項各号に掲げる職員又は第１条

の７に規定する職員に該当しないこととなった場

合における当該単位期間の末日までの間の勤務時

間の割振りについては、引き続き、その該当しな

いこととなった直前に当該単位期間について割り

振られた勤務時間によることができるものとす

る。 

 

（特別の形態によって勤務する必要のある職員の

週休日及び勤務時間の割振りの基準） 

第２条 任命権者は、条例第４条第２項本文の定め

るところに従い週休日（条例第３条第１項に規定

する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の

割振りを定める場合には、勤務日（条例第５条あ

ああに規定する勤務日をいう。以下同じ。）が引

き続き12日を超えないようにし、かつ、１回の勤

務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないよ

うにしなければならない。 



（17）号外第６号栃 木 県 公 報令和８（2026）年２月５日　木曜日
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（特別の形態によって勤務する必要のある職員の

週休日及び勤務時間の割振りの基準） 

第２条 任命権者は、条例第４条第２項本文の定め

るところに従い週休日（条例第３条第１項に規定

する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の

割振りを定める場合には、勤務日（条例第５条第

１項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）が引

き続き12日を超えないようにし、かつ、１回の勤

務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないよ

うにしなければならない。 

める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)a小学校就学の始期に達するまでの子（育児休

業法第２条第１項の規定により子に含まれるも

のとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の

監護対象者等」という。）を含む。第５条の10

及び第５条の13を除き、以下同じ。）（配偶者

の子を含む。）又は小学校、義務教育学校の前

期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学し

ている子（配偶者の子を含む。）であって10歳

に達する日以後の最初の３月31日までの間にあ

るものを養育する職員 

(2)a条例第３条第３項第１号に規定する配偶者等

であって、負傷、疾病又は老齢により２週間以

上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものを介護する職員 

 

第１条の７ 条例第３条第３項第２号の人事委員会

規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関

する法律（昭和35年法律第123号）第２条第１号

に規定する障害者である職員のうち、同法第37条

第２項に規定する対象障害者である職員とする。 

 

第１条の８ 第１条の５第３項の規定により勤務時

間を割り振られた職員は、第１条の６第２項各号

に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しな

いこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任

命権者に届け出なければならない。 

２ 第１条の５第２項の規定は、前項の届出につい

て準用する。 

 

第１条の９ 第１条の５第３項の規定により勤務時

間を割り振られた職員が、単位期間の中途におい

て第１条の６第２項各号に掲げる職員又は第１条

の７に規定する職員に該当しないこととなった場

合における当該単位期間の末日までの間の勤務時

間の割振りについては、引き続き、その該当しな

いこととなった直前に当該単位期間について割り

振られた勤務時間によることができるものとす

る。 

 

（特別の形態によって勤務する必要のある職員の

週休日及び勤務時間の割振りの基準） 

第２条 任命権者は、条例第４条第２項本文の定め

るところに従い週休日（条例第３条第１項に規定

する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の

割振りを定める場合には、勤務日（条例第５条あ

ああに規定する勤務日をいう。以下同じ。）が引

き続き12日を超えないようにし、かつ、１回の勤

務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないよ

うにしなければならない。 
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２・３ 略 

 

（週休日の振替等） 

第３条 条例第５条第１項（同条第２項において読

み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次

項第３号において同じ。）の人事委員会規則で定

める期間は、条例第５条第１項の勤務することを

命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日

から当該勤務することを命ずる必要がある日を起

算日とする８週間後の日までの期間とする。 

２ 任命権者は、週休日の振替等（次の各号のいず

れかに該当するものをいう。以下同じ。）あああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああを行う場合には、週休日の振替

等あああああああああああああああああああああ

あああああああああああを行った後において、週

休日又は勤務時間を割り振らない日（条例第３条

第３項及び条例第５条第２項において読み替えて

準用する同条第１項の規定による勤務時間を割り

振らない日をいう。）が毎４週間につき４日以上

となるようにし、かつ、勤務日等（条例第７条の

２第１項に規定する勤務日等をいう。以下同

じ。）が引き続き24日を超えないようにしなけれ

ばならない。 

 (1)a週休日の振替（条例第５条第１項の規定に基

づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割

り振られた勤務時間を同項の勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることをいう。） 

 (2)a勤務時間を割り振らない日の振替（条例第５

条第２項において読み替えて準用する同条第１

項の規定に基づき勤務日を勤務時間を割り振ら

ない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤

務時間を同項の勤務することを命ずる必要があ

る日に割り振ることをいう。） 

 (3)a４時間の勤務時間の割振り変更（条例第５条

第１項の規定に基づき勤務日（４時間の勤務時

間のみが割り振られている日を除く。以下この

条において同じ。）の勤務時間のうち４時間を

当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間

の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要

がある日に割り振ることをいう。次項において

同じ。） 

２・３ 略 

 

（週休日の振替等） 

第３条 条例第５条第１項（同条第２項において読

み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次

項第３号において同じ。）の人事委員会規則で定

める期間は、同条ああああああの勤務することを

命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日

から当該勤務することを命ずる必要がある日を起

算日とする８週間後の日までの期間とする。 

２ 任命権者は、週休日の振替（条例第５条の規定

に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に

割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下こ

の項において同じ。）又は４時間の勤務時間の割

振り変更（同条の規定に基づき勤務日（４時間の

勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下

この条において同じ。）のうち４時間の勤務時間

を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間

の勤務時間を条例第５条の勤務することを命ずる

必要がある日に割り振ることをいう。以下この条

において同じ。）を行う場合には、週休日の振替

又は４時間の勤務時間の割振り変更（以下「週休

日の振替等」という。）を行った後において、週

休日又は勤務時間を割り振らない日（条例第３条

第３項及び条例第５条第２項において読み替えて

準用する同条第１項の規定による勤務時間を割り

振らない日をいう。）が毎４週間につき４日以上

となるようにし、かつ、勤務日等（条例第７条の

２第１項に規定する勤務日等をいう。以下同

じ。）が引き続き24日を超えないようにしなけれ

ばならない。 
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２・３ 略 

 

（週休日の振替等） 

第３条 条例第５条第１項（同条第２項において読

み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次

項第３号において同じ。）の人事委員会規則で定

める期間は、条例第５条第１項の勤務することを

命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日

から当該勤務することを命ずる必要がある日を起

算日とする８週間後の日までの期間とする。 

２ 任命権者は、週休日の振替等（次の各号のいず

れかに該当するものをいう。以下同じ。）あああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああを行う場合には、週休日の振替

等あああああああああああああああああああああ

あああああああああああを行った後において、週

休日又は勤務時間を割り振らない日（条例第３条

第３項及び条例第５条第２項において読み替えて

準用する同条第１項の規定による勤務時間を割り

振らない日をいう。）が毎４週間につき４日以上

となるようにし、かつ、勤務日等（条例第７条の

２第１項に規定する勤務日等をいう。以下同

じ。）が引き続き24日を超えないようにしなけれ

ばならない。 

 (1)a週休日の振替（条例第５条第１項の規定に基

づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割

り振られた勤務時間を同項の勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることをいう。） 

 (2)a勤務時間を割り振らない日の振替（条例第５

条第２項において読み替えて準用する同条第１

項の規定に基づき勤務日を勤務時間を割り振ら

ない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤

務時間を同項の勤務することを命ずる必要があ

る日に割り振ることをいう。） 

 (3)a４時間の勤務時間の割振り変更（条例第５条

第１項の規定に基づき勤務日（４時間の勤務時

間のみが割り振られている日を除く。以下この

条において同じ。）の勤務時間のうち４時間を

当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間

の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要

がある日に割り振ることをいう。次項において

同じ。） 

２・３ 略 

 

（週休日の振替等） 

第３条 条例第５条第１項（同条第２項において読

み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次

項第３号において同じ。）の人事委員会規則で定

める期間は、同条ああああああの勤務することを

命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日

から当該勤務することを命ずる必要がある日を起

算日とする８週間後の日までの期間とする。 

２ 任命権者は、週休日の振替（条例第５条の規定

に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に

割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下こ

の項において同じ。）又は４時間の勤務時間の割

振り変更（同条の規定に基づき勤務日（４時間の

勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下

この条において同じ。）のうち４時間の勤務時間

を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間

の勤務時間を条例第５条の勤務することを命ずる

必要がある日に割り振ることをいう。以下この条

において同じ。）を行う場合には、週休日の振替

又は４時間の勤務時間の割振り変更（以下「週休

日の振替等」という。）を行った後において、週

休日又は勤務時間を割り振らない日（条例第３条

第３項及び条例第５条第２項において読み替えて

準用する同条第１項の規定による勤務時間を割り

振らない日をいう。）が毎４週間につき４日以上

となるようにし、かつ、勤務日等（条例第７条の

２第１項に規定する勤務日等をいう。以下同

じ。）が引き続き24日を超えないようにしなけれ

ばならない。 
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 （職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第５条 職員の育児休業等に関する規則（平成11年栃木県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正） 

第６条 職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則（令和５年栃木県人事委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

３ 略 

 

（休憩時間） 

第４条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当

する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支

障がないと認められるときは、条例第６条第１項

ただし書の規定により、休憩時間を45分とするこ

とができる。この場合において、任命権者は、人

事委員会の定めるところにより、当該休憩時間を

置かなければならない。 

(1)a小学校就学の始期に達するまでの子（育児休

業法第２条第１項の規定により子に含まれるも

のとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の

監護対象者等」という。）を含む。第５条の10

及び第５条の13を除き、以下同じ。）（配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）の子を含む。）

又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部に就学している子（配偶者の

子を含む。）のある職員が、これらの子の養育

をする場合 

(2)～(4) 略 

２ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り等の明示） 

第５条 略 

２ 任命権者は、条例第３条第３項の規定により勤

務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時

間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合

には、人事委員会の定めるところにより、職員に

対して速やかにその内容を通知するものとする。 

３ 略 

 

（休憩時間） 

第４条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当

する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支

障がないと認められるときは、条例第６条第１項

ただし書の規定により、休憩時間を45分とするこ

とができる。この場合において、任命権者は、人

事委員会の定めるところにより、当該休憩時間を

置かなければならない。 

(1)a小学校就学の始期に達するまでの子（育児休

業法第２条第１項の規定により子に含まれるも

のとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の

監護対象者等」という。）を含む。第５条の10

及び第５条の13を除き、以下同じ。）（配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）の子を含む。）

又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部に就学している子（配偶者の

子を含む。）のある職員が、これらの子の養育

をする場合 

(2)～(4) 略 

２ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り等の明示） 

第５条 略 

２ 任命権者は、条例第３条第３項の規定により勤

務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時

間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合

には、人事委員会の定めるところにより、職員に

対して速やかにその内容を通知するものとする。 

改   正   後 改   正   前 

（条例第12条の人事委員会規則で定める勤務の

形態の基準） 

第９条 条例第12条の人事委員会規則で定める基準

は、勤務日（職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（平成７年栃木県条例第１号）第５条第

１項に規定する勤務日をいう。）が引き続き12日

を超えず、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務

時間が16時間を超えないこととする。 

（条例第12条の人事委員会規則で定める勤務の

形態の基準） 

第９条 条例第12条の人事委員会規則で定める基準

は、勤務日（職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（平成７年栃木県条例第１号）第５条第

１項に規定する勤務日をいう。）が引き続き12日

を超えず、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務

時間が16時間を超えないこととする。 
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 （職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第５条 職員の育児休業等に関する規則（平成11年栃木県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

 （職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正） 

第６条 職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則（令和５年栃木県人事委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

３ 略 

 

（休憩時間） 

第４条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当

する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支

障がないと認められるときは、条例第６条第１項

ただし書の規定により、休憩時間を45分とするこ

とができる。この場合において、任命権者は、人

事委員会の定めるところにより、当該休憩時間を

置かなければならない。 

(1)a小学校就学の始期に達するまでの子（育児休

業法第２条第１項の規定により子に含まれるも

のとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の

監護対象者等」という。）を含む。第５条の10

及び第５条の13を除き、以下同じ。）（配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）の子を含む。）

又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部に就学している子（配偶者の

子を含む。）のある職員が、これらの子の養育

をする場合 

(2)～(4) 略 

２ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り等の明示） 

第５条 略 

２ 任命権者は、条例第３条第３項の規定により勤

務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時

間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合

には、人事委員会の定めるところにより、職員に

対して速やかにその内容を通知するものとする。 

３ 略 

 

（休憩時間） 

第４条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当

する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支

障がないと認められるときは、条例第６条第１項

ただし書の規定により、休憩時間を45分とするこ

とができる。この場合において、任命権者は、人

事委員会の定めるところにより、当該休憩時間を

置かなければならない。 

(1)a小学校就学の始期に達するまでの子（育児休

業法第２条第１項の規定により子に含まれるも

のとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の

監護対象者等」という。）を含む。第５条の10

及び第５条の13を除き、以下同じ。）（配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）の子を含む。）

又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部に就学している子（配偶者の

子を含む。）のある職員が、これらの子の養育

をする場合 

(2)～(4) 略 

２ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り等の明示） 

第５条 略 

２ 任命権者は、条例第３条第３項の規定により勤

務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時

間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合

には、人事委員会の定めるところにより、職員に

対して速やかにその内容を通知するものとする。 

改   正   後 改   正   前 

（条例第12条の人事委員会規則で定める勤務の

形態の基準） 

第９条 条例第12条の人事委員会規則で定める基準

は、勤務日（職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（平成７年栃木県条例第１号）第５条第

１項に規定する勤務日をいう。）が引き続き12日

を超えず、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務

時間が16時間を超えないこととする。 

（条例第12条の人事委員会規則で定める勤務の

形態の基準） 

第９条 条例第12条の人事委員会規則で定める基準

は、勤務日（職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（平成７年栃木県条例第１号）第５条第

１項に規定する勤務日をいう。）が引き続き12日

を超えず、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務

時間が16時間を超えないこととする。 
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附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  
 

改   正   後 改   正   前 

   附 則 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

第13条 暫定再任用職員は、職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１

号）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、職員の給料等の支給に関す

る規則等の一部を改正する規則（令和８年栃木県

人事委員会規則第２号）第４条の規定による改正

後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

（次項において「改正後の規則」という。）第７

条の２第１項第２号及び第４項の規定を適用す

る。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

改正後の規則第１条の３あああああああああああ

ああああああああああああああああ、第５条の５

第２項、第７条、第７条の２第１項第１号、第７

条の３及び第13条の規定を適用する。 

   附 則 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

第13条 暫定再任用職員は、職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１

号）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後

の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則あ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああ第７

条の２第１項第２号及び第４項の規定を適用す

る。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第12条の規定による改正後の職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する規則第１条の４、第５条の５

第２項、第７条、第７条の２第１項第１号、第７

条の３及び第13条の規定を適用する。 
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附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  
 

改   正   後 改   正   前 

   附 則 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

第13条 暫定再任用職員は、職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１

号）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、職員の給料等の支給に関す

る規則等の一部を改正する規則（令和８年栃木県

人事委員会規則第２号）第４条の規定による改正

後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

（次項において「改正後の規則」という。）第７

条の２第１項第２号及び第４項の規定を適用す

る。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

改正後の規則第１条の３あああああああああああ

ああああああああああああああああ、第５条の５

第２項、第７条、第７条の２第１項第１号、第７

条の３及び第13条の規定を適用する。 

   附 則 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

第13条 暫定再任用職員は、職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１

号）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後

の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則あ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああ第７

条の２第１項第２号及び第４項の規定を適用す

る。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第12条の規定による改正後の職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する規則第１条の４、第５条の５

第２項、第７条、第７条の２第１項第１号、第７

条の３及び第13条の規定を適用する。 
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附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  
 

改   正   後 改   正   前 

   附 則 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

第13条 暫定再任用職員は、職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１

号）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、職員の給料等の支給に関す

る規則等の一部を改正する規則（令和８年栃木県

人事委員会規則第２号）第４条の規定による改正

後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

（次項において「改正後の規則」という。）第７

条の２第１項第２号及び第４項の規定を適用す

る。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

改正後の規則第１条の３あああああああああああ

ああああああああああああああああ、第５条の５

第２項、第７条、第７条の２第１項第１号、第７

条の３及び第13条の規定を適用する。 

   附 則 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

第13条 暫定再任用職員は、職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１

号）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後

の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則あ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああ第７

条の２第１項第２号及び第４項の規定を適用す

る。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第12条の規定による改正後の職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する規則第１条の４、第５条の５

第２項、第７条、第７条の２第１項第１号、第７

条の３及び第13条の規定を適用する。 


